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I. はじめに 

日中韓特許審査専門家部会(ＪＥＧＰＥ)は、ＪＰＯ、ＫＩＰＯ、ＳＩＰＯ間の特許協力を推進し、審査実

務を調和させるために２００９年に結成された。ＪＥＧＰＥは、特許審査における最も頻度の高い拒絶

理由の１つである進歩性の評価に関して、審査基準及び審査実務の比較研究を行った。この比較

研究の結果から、審査基準及び審査実務の大部分は類似しているが、進歩性の評価手法、先行技

術文献・周知技術の引用、及び当業者の定義について若干の差異があることが分かった。 

 

そこで、２０１０年の第２回ＪＥＧＰＥ会合において、三庁は、仮想事例を用いて進歩性に関する事

例研究を行うことに同意した。この研究の目的は、各庁間の上述の差異に基づいて、実際の事例に

おける審査結果がどのように異なってくるのかを分析することである。 

 

事例研究のために、各庁は各々３つの事例を提案し、合わせて９つの事例から５つの事例が選定

された。３つの事例は各庁から１つずつ優先的に選出され、２つの事例は投票により選定された。 

 

本研究は先行技術調査に主眼を置くものではないため、各庁に同じ先行技術文献が提示され、

各庁はその中から関連する先行技術を選定し、それらを請求項に係る発明と対比した。 

 

三庁は、それぞれ自身の審査基準及び運用に従い、選定された事例の進歩性の評価を行った。

そしてその後、事例分析の結果及び進歩性の評価における差異に関して議論を行った。 
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II. 事例研究の結果 

 

１． 事例１ 

１．１ 発明の概要 

 

（１） 発明の名称 : 改良無緩型牽引棒組立体 

 

（２）請求の範囲 

 

実質的に半永久的な状態に一対の貨車の隣接して配置された端部を一緒に連結するための改

良無緩型牽引棒組立体において、 

（ａ）  少なくとも一個のメス連結部材であって、次のものを備えたメス連結部材と、（ｉ）  第１貨車の

車両本体部の底部に配置された中央土台部の外側端部内に嵌合することが可能なように、第１所

定輪郭を有する少なくとも一個のメス連結部材の第１端部と、（ii）  前記中央土台部の外側端部か

ら外方向に延びる、半径方向に対向した第２端部、 

（ｂ）  少なくとも一個の前記メス連結部材の半径方向に対向した前記第２端部に形成された空洞で

あって、 

第２所定輪郭を有する背壁部の内側表面と、頂壁部の内側表面と、第３所定輪郭を有する一対の

側壁部の夫々の内側表面とにより画成され、 

少なくとも一個の前記メス連結部材の半径方向に対向した前記第２端部の少なくとも底部の一部分

と外側端部とに隣接して開けられた空洞と、 

（ｃ）  一対の内の第一の前記側壁部を貫いて形成した、第４所定輪郭を有する第１開口と、 

（ｄ）  一対の内の第二の前記側壁部を貫いて形成した、第５所定輪郭を有する半径方向に対向し

た第２開口と、 

（ｅ）  第６所定輪郭を有する少なくとも一個のオス連結部材であって、次のものを備えたオス連結部

材と、（ｉ）  少なくとも一個の前記オス連結部材の第１端部の少なくとも一部分であって、少なくとも

一個の前記メス連結部材の半径方向に対向した第２端部に形成した前記空洞の内部に回転可能

に配置された第１端部と、（ii）  半径方向に対向した第２端部、 

（ｆ）  前記第１端部に接する少なくとも一個の前記オス連結部材の所定部分を貫いて形成された穴

部と、 

（ｇ）  少なくとも一部分が、少なくとも一個の前記オス連結部材の第１端部を貫いて形成した前記穴
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部の内部に配置された球形部材と、 

（ｈ）  前記球形部材の半径方向に対向すると共にほぼ垂直に配置された外側表面から所定距離

だけ外方向に延びている、ほぼ水平に配置された一対の軸部材であって、 

一対の内の第一の軸部材の少なくとも一部分が、一対の内の第一の前記側壁部を貫いて形成した

前記第１開口の内部に配置され、 

一対の内の第二の軸部材の少なくとも一部分が、一対の内の第二の前記側壁部を貫いて形成した

前記第２開口の内部に配置され、 

一対の前記軸部材の各夫々の一つが、そこに形成した半径方向に対向すると共にほぼ平坦な平坦

表面部を有する一対の軸部材と、 

（ｉ）  少なくとも一個の前記オス連結部材の第１端部の穴部の内部に配置されると共に前記オス連

結部材の第１端部に固定される、少なくとも一部分を有する軌道輪組立体であって、 

その内側表面が、少なくとも一個の前記オス連結部材の前記第１端部を貫いて形成した前記穴部

の内部に位置する前記球形部材の少なくとも一部分の回りに配置された軌道輪組立体と、 

（ｊ）  一対の内の第一の楔止め手段の第１表面が、一対の前記軸部材に夫々形成された、半径方

向に対向すると共にほぼ平坦な第一の前記平坦表面部に係合し、 

一対の内の第一の楔止め手段の第２表面が、前記第１開口の一部分に隣接する一対の内の第一

の前記側壁部に形成された、ほぼ平坦で垂直に配置された表面部に係合し、 

一対の内の第二の楔止め手段の第１表面が、一対の前記軸部材に夫々形成された、半径方向に

対向すると共にほぼ平坦な第二の前記平坦表面部に係合し、 

一対の内の第二の楔止め手段の第２表面が、前記第２開口の一部分に隣接する一対の内の第二

の前記側壁部に形成された、ほぼ平坦で垂直に配置された表面部に係合する一対の楔止め手段と、 

（ｋ）  改良無緩型牽引棒組立体を形成するように、少なくとも一個の前記オス連結部材の第２端部

を他のオス連結部材の第２端部に固定するための、少なくとも一個の前記オス連結部材の第２端部

と他のオス連結部材の第２端部とを嵌合可能とした固定手段とから成る改良無緩型牽引棒組立体。 

 

（３） 発明をサポートする明細書の中核的要素 

 

「したがって、本願発明の主要な目的の一つは、無緩型牽引棒組立体の隣接する各端部に利用

できるボール及び軌道輪組立体を備えた、実質的に半永久的な状態に、一対の貨車の隣接して配

置された端部を一緒に連結するための改良無緩型牽引棒組立体を提供することである。」 (発明の

詳細な説明) 
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詳細についての参照先: ＥＰ ０７０１９３８ Ａ１ 

（ＵＳ ５５４７０８９ Ａ） 

 

（４） 代表図面: 
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（５） 先行技術の概要 

 

引用文献１: ＵＳ ５２３２１０６ Ａ 

引用文献２: ＵＳ ５０４２３９３ Ａ 

引用文献３: ＵＳ ４５８０６８６ Ａ 

 

[引用文献１] 

引用文献１には、各先端部(１２、１４)に形成された垂直方向の開口部(８、１０)を備えた一対の貨

車を「半永久的な状態に連結するため」の「牽引棒」（draw bar５）が開示されている。ピンは、開口

部(８，１０)に挿入され、牽引棒５を貨車１００の中央土台部（center sill １１０）に固定する。牽引棒

(５ )は、中間の軸部材（shank portion５０）の両端に、上記の開口部が穿設された連結部材

（coupling piece１６及び１８）が溶接（welding）によって固定されてなる（第１～５図、第８図、第１欄

第１２～１６行、第３欄第１５～３３行、第４欄第５０～５６行、第５欄第１０～２２行参照）。 

 

[引用文献２] 

引用文献２には、請求項に係る発明における(ａ)、(ｃ)～(ｊ)により特定される構成に類似するオス

連結部材(２０)及びメス連結部材(３０)を有する関節式連結装置(１０)が開示されている(第８頁第６行、

第１３頁第２７行、第１～４図参照)。 

 

[引用文献３] 

図１において見られるように、連結器の縦方向の力F１は、横方向の力F2と、車両の軸方向に沿っ

て伸びた力F3に分解される。横方向の力F2は、車輪のフランジに支持される台車(２２)に対して横

方向に加えられる。力F2は、キングピン(１８)に対して車両をその中心に対して回転させるようとする

モーメントを生じさせる。この横方向の力は車両に対して、かなり厳しい圧力を生じせ、場合によって

は脱線を生じさせる。 

 

図２には、バフロード（buff load）のもと、３つの車両(３２，３４，３６)がV字型に折れ曲がった状態が

図示されている。横方向の力F2は、連結器(２６，２８)の結合部を介して車両に掛かり、これらの力は

車両を中心点又は重心に対して回転させる。 

 

図３，４には、図１の連結器(２６，２８)を、中央土台部(１６)に旋回可能に固定された牽引棒４０に

代えた発明が記載されている。中央土台部(１６)は、台車の中心(２４)にできる限り近い軸周りに牽引
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棒(４０)の端が旋回するように短くなっているのが好ましい。結果として、牽引棒の長手方向の軸と、

各々の車両(１０,１２)の中心軸の間の距離はずっと小さくなり、力F2によって生成された力に対して

車輪フランジ高を低くすることができる。また、符号２４が付された軸を有するキングピン周りのモーメ

ントが低減される。 

 

（６） 進歩性判断のための前提又は要件 

 

特になし 
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１．２ 進歩性判断の結果 

１．２．１ ＪＰＯ 

 

（１） 分析 

引用文献１には、「実質的に半永久的な状態に一対の貨車の隣接して配置された端部を一緒に

連結するため」の、「牽引棒」の開示があると認められ（第１欄第１２～１６行、第３欄第１５～３３行）、

当該技術分野における技術常識からみて、牽引棒の両端に設けられる「連結部材」はオス連結部材

として機能し、車両側の底部に配置された中央土台部に設けられるメス連結部材に対して嵌合状態

とすることによって、「無緩型牽引棒組立体」が形成されることが開示されていると認められる。  

 

また、引用文献１の「軸部材」（shank portion５０）は、請求項１に係る発明の（ｋ）における「少なく

とも一個のオス連結部材の第２端部を他方のオス連結部材の第２端部に固定するための、少なくと

も一個の前記オス連結部材の第２端部と他のオス連結部材の第２端部とを嵌合可能とした固定手

段」に相当するものといえる。  

 

したがって、請求項１に係る発明と、引用文献１に記載される発明とを対比すると、「実質的に半

永久的な状態に一対の貨車の隣接して配置された端部を一緒に連結するために、それぞれの貨車

に取り付けられるメス連結部材とこれらのメス連結部材にそれぞれ係合可能なオス連結部材とからな

る改良無緩型牽引棒組立体において、 改良無緩型牽引棒組立体を形成するように、少なくとも一

個のオス連結部材の第２端部を他のオス連結部材の第２端部に固定するための、一個のオス連結

部材の第２端部と他のオス連結部材の第２端部とを係止可能とした固定手段を備える点」で一致し、

以下の点で相違する。  

 

相違点： 

請求項１に係る発明においては、（ａ）～（ｊ）で規定される連結部材の構成を備えているのに対し、

引用文献１に記載される発明においては、（ａ）～（ｊ）で規定される連結部材の構成に関して明確な

記載がない点。  

 

上記相違点について検討する。 

 

引用文献２には、オス連結部材とメス連結部材とからなる鉄道車両の連結部に関する発明が記載

されている。引用文献２に記載の発明では、メス連結部材に形成された「キャビティ２６」（請求項１に

- 7 - 
 



進歩性に関する事例研究 
                                     

係る発明における「空洞」に相当する。）が上方に開口しているのに対し、請求項１に係る発明では、

メス連結部材に形成された「空洞」が下方に開口している点で両者は相違するものの、引用文献２に

記載の発明には、請求項１に係る発明における上記の（ａ）～（ｊ）で規定される、メス連結部材とオス

連結部材に関する構成が開示されているといえる。  

 

引用文献１と引用文献２は、鉄道車両の連結という点で共通する技術であるから、引用文献１に

記載の無緩型牽引棒組立体に係る連結部に、引用文献２に記載の連結部を適用する動機付けが

存在する。 

 

ここで、鉄道車両の連結部の位置は、例えば、引用文献３の第１、３図において開示されるように、

車両床下等、様々な位置を取り得るものである。 

 

したがって、引用文献２に記載の連結部材に係る構成を引用文献１に記載の鉄道車両の連結部

に用いる際に、キャビティの向きをどのようにするかは連結部の位置に応じて当業者が適宜決定し

得る設計事項にすぎない。 

  

（２） 結論 

請求項１に係る発明は、引用文献１及び引用文献２に記載された発明に基づいて、当業者が容

易に導くことのできたものである。 
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１．２．２ ＫＩＰＯ 

 

進歩性を評価する方法は、次のとおりである。 

 

（１） 請求項に係る発明の特定 

請求項１に係る発明は、実質的に半永久的な状態に一対の貨車の隣接して配置された端部を一

緒に連結するための改良無緩型牽引棒組立体であり、主な技術的特徴は、ｉ）オス連結部材とメス連

結部材とを半永久的に固定可能な手段と、ｉｉ）球状部材と案内溝からなるメス連結部材の細部構造

である。 

 

（２） 引用発明の特定 

 

引用文献１：ＵＳ ５２３２１０６ Ａ 

 

引用文献１には、各先端部(１２、１４)に垂直方向の開口部(８、１０)を有する標準的な固定端牽引

棒（５）が開示されている。垂直開口部(８、１０)に挿入されるピンが牽引棒（５）を車両(１００)の中央土

台部(１１０)に固定する。連結棒（５）は、組立体(fabricated member)である細長い中間軸部材(５０) 

から構成され、その各端にキャスト端部の連結部材(１６、１８)が取り付けられている(第４頁第８～１０

行、第７頁第１１～２４行、第９頁第８～１２行、第１～５図参照)。 

 

引用文献２：ＵＳ ５０４２３９３ Ａ 

 

引用文献２には、請求項に係る発明における(ａ)、(ｃ)～(ｊ)により特定される構成に類似するオス

連結部材(２０)及びメス連結部材(３０)を有する関節式連結装置(１０)が開示されている(第８頁第６行、

第１３頁第２７行、第１～４図参照)。 

 

引用文献３：ＵＳ ４５８０６８６ Ａ 

 

引用文献３には、ユニット・トレイン・サービス等のために用いられる無緩型牽引棒配列であって、

その前部及び後部に、両端部の形状が実質的に球形であり、負荷が掛かる軸受表面が設けられた

拡大された先端部を有する棒連結器を備える無緩型牽引棒配列が開示されている(第１、３図参照)。 
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（３） 請求項に係る発明と最も近接する引用発明の選定、及び、最も近接する引用発明と請求項に

係る発明とを対比することによる相違点の明確化 

 

引用文献２には、請求項に係る発明の主要な技術的特徴である球状部材と案内溝とからなる組

立構造が開示されていることから、最も近接する先行技術であると認められる。請求項に係る発明と

引用発明との構成要素の詳細な比較は付録１．１に示す。 

 

（４） 請求項に係る発明と引用発明との相違点に関して、請求項に係る発明が引用発明及び出願

前の技術常識に基づいて当業者が容易に想到し得たものであるか否かの評価 

 

最も近接する先行技術である引用文献２には、空洞(１８)の形状と、オス連結部材とメス連結部材

とが固定手段によって半永久的な状態で結合されている点を除いて請求項１のすべての構成要素

が開示されている。 

 

請求項１の空洞(１８)は、メス連結部材の半径方向反対側に位置する端部(３０)が開口(底部及び

中央土台部端部の少なくとも一部に隣接している部分)している点において、引用文献２のキャビテ

ィ(２６)とは異なる。 

 

しかし、引用文献２の関節式連結装置(１０)において、半径方向反対側にキャビティの開口部を設

けることは、当業者にとって容易な設計変更であると認められる。それは、何ら格別な技術的効果を

もたらさないからである。 

 

引用文献２には、関節式連結装置が他の部材と半永久的な状態で連結されることは開示されて

いないが、２つの部材を半永久的な状態で固定する固定手段は周知であって、当該技術分野にお

ける当業者であれば、引用文献２において周知である半永久的な固定構造を採用できたといえる。 

 

したがって、請求項に係る発明は、引用文献２に基づいて当業者であれば容易に想到できたもの

である。 
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１．２．３ ＳＩＰＯ 

 

（１） 最も近接する先行技術 

 

引用文献２は、請求項１に係る発明と同一の技術分野に属する鉄道車両の連結装置に関するも

のである。さらに、引用文献２と請求項１に係る発明との比較から明らかなように、引用文献２には、

請求項１で定義されている技術的特徴の大半が開示されている。したがって、引用文献２は、請求

項１に係る発明の進歩性を検討する際に最も近接する先行技術として引用することができる。 

 

（２） 発明の顕著な特徴の特定 

 

引用文献２と比較した時、請求項に係る発明は、２つの顕著な特徴を有している。つまり、１点目

は、空洞（キャビティ）が、引用文献２のような底面壁ではなく、頂壁部２８で構成されていることである。

２点目は、請求項に係る発明の構成要素（ｋ）の部分である。請求項に係る発明と引用文献２の技術

的解決手段は、付録２において比較されている。 

  

（３） 請求項に係る発明は自明性を有するか？ 

 

１点目の顕著な特徴に関して、メス連結部材において、側壁部とともに開口部を形成する部材とし

て、頂壁部又は底面壁のいずれを選択することも、当業者にとって容易な事項である。また、この相

違は、請求項に係る発明に顕著な技術的効果を全くもたらさない。 

 

２点目の顕著な特徴、すなわち特徴(ｋ)は、曲げ、捻れ、せん断、伸長、又は圧縮などの力に耐え

得る長い牽引棒の生産という技術的課題を客観的に解決する。標準的な固定端牽引棒(５)を開示

している引用文献１は、当該顕著な特徴と大いに関係がある。前記牽引棒(５)は、組立体である延伸

した中間の軸部(５０)で構成され、その各端部には、鋳造端部連結部品(１６及び１８)が取り付けられ

ている。連結部品のそれぞれの先端部(１２及び１４)には、垂直の開口部(８及び１０)が備えられてい

る。開口部(8及び１０)を貫いて挿入されるピンは、牽引棒(５)を車両(１００)の中央土台部(１１０)に固

定する。本体(２４)が軸部(５０)の形状と異なる場合、２つの部分を簡単に連結できるように、本体(２

４)は、縮小されたスリーブ部(４０)だけが、中間の軸部(５０)のスリーブ部を補完する部品と共に製造

される部品となるようにしなければならない。概念上、先端部(１２及び１４)だけが鋳造された場合、鋳
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造物には、先端部に直接取り付けられた縮小されたスリーブ部(４０)が含まれるが、組立軸部(５０)の

長さは長くなり、これにより、実際の本体(２４)には必要ではなくなる。本事例における発明の明細書

及び請求項から判断する限り、中間の軸部５０は、請求項に係る発明における前記少なくとも一個の

前記オス連結部材の第２端部と他のオス連結部材の第２端部とを嵌合可能とした固定手段と同一の

機能を有する。 

 

結果として、当業者が引用文献２及び引用文献１に基づいて請求項に係る発明に想到することは

明らかである。 
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１．３ 比較・議論 

 

（１） 比較1 

 

 

進歩性 

ＪＰＯ ＫＩＰＯ ＳＩＰＯ 

なし なし なし 

 

 

引用文献 

ＪＰＯ ＫＩＰＯ ＳＩＰＯ 

D1+D2 D2 D2+D1 

 

三庁は、請求項に係る発明は、提示された先行技術に対して進歩性を有しないとした。しかし、最

も近接する先行技術の選定において僅かな相違があった。 

 

ＪＰＯは引用文献１を最も近接する先行技術とし、引用文献２を補助的な先行技術として選定した。 

一方、ＳＩＰＯは引用文献２を最も近接する先行技術とし、引用文献１を補助的な先行技術として

選定した。 

 

ＫＩＰＯは、請求項に係る発明の進歩性を否定するための先行技術として引用文献２のみを選定

した。 

 

ＫＩＰＯは、ＪＰＯ、ＳＩＰＯと異なり、引用文献１の技術的特徴である、メス連結部材とオス連結部材を

永久的に結合する構成が当業者にとって周知であるとして引用文献１との組み合わせなしに請求項

に係る発明の進歩性を否定した。 

 

                                                      
1表中において、「D１」は引用文献１を表し、「D2」は引用文献２を表す。また、「D１+D2」は最も近接する先行技術が引用

文献１であり、補助的な先行技術が引用文献２であることを示す。なお、この報告書において、「最も近接する先行技術」と

は、請求項に係る発明の進歩性を否定するための核として用いられる先行技術（主引用発明）を意味するものとする。 
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（２） 議論 

三庁は、複数の先行技術から最も近接する先行技術を選定する上での各庁の審査基準・運用

に関して議論した。 

 

各庁の一般的な審査基準は次のようなものである。 

 

ＪＰＯは、進歩性を否定する論理を構成するために最も適した先行技術を、最も近接する先行技

術として選定する。通常、請求項に係る発明と、技術分野あるいは解決すべき課題が同一又は近い

関係にあるものが最も近接する先行技術として選択されるが、この運用が常に採用される訳ではな

い。また、ＪＰＯでは、請求項に係る発明との共通点が最も多い先行技術が最も近接する先行技術と

なるとは限らない。最も近接する先行技術としてどのような先行技術が採用されるかはケースによる。 

ＳＩＰＯは、最も近接する先行技術の選定において、先行技術で開示される請求項に係る発明と

共通の技術的特徴の数についても考慮するが、技術分野と課題を解決するための手段が請求項に

係る発明と同一又は類似する先行技術を優先的に選定する。しかしながら、事例毎に差違がある。 

 

ＫＩＰＯは、最も多くの共通する技術的特徴を含み、最も近接する技術的背景又は解決しようとす

る課題を有する先行技術を、最も近接する先行技術として選定する。しかし、最も近接する先行技

術の選定のために審査官が考慮する一般的指針は事例毎に異なる。 
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２． 事例 2 

 

２．１ 発明の概要 

 

（１） 発明の名称 : 炭素膜コーティング飲料用ボトル 

 

（２） 請求の範囲 

 

プラスチック材により形成された飲料用ボトルの内壁面に硬質炭素膜が形成されていることを特

徴とする炭素膜コーティング飲料用ボトル。 

 

（３） 発明をサポートする明細書の中核的要素 

 

この発明は、プラスチック容器の特質を維持したままでプラスチックの有するガスバリア性及び収

着の問題を解消し、リターナブルな使用を可能にしてプラスチック容器の使用範囲と使用形態の拡

大を図ることが出来るとともに、安価で連続生産することができ、しかも取扱いにおいて損傷の虞の

ない炭素膜コーティングプラスチック容器を提供することを目的とする。 

上記目的を達成するために、この発明による炭素膜コーティングプラスチック容器は、プラスチッ

ク材により形成された容器の内壁面に、硬質炭素膜が形成されていることを特徴としており、さらにこ

の硬質炭素膜が、ダイヤモンド状炭素膜であることを特徴としている(段落[００１６]～[００１７])。 

 

詳細についての参照先: JP Ｈ８－５３１１６ A 
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（４） 代表図: 

 

図１ 

 
 

 

（５） 先行技術の概要 

 

引用文献１: ＪＰ Ｈ５－３５６６０ Ｕ１ 

引用文献２: ＪＰ Ｈ２－７００５９ Ａ 

 

[引用文献１]  

 

引用文献１には、次の点が開示されている： 

 

「表面に酸化ケイ素薄膜をプラズマＣＶＤにより形成してなることを特徴とする小型プラスチック容

器」（請求項１） 
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「従来からポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリカーボネート（ＰＣ）、アクリロニトリル（ＡＮ）、ポリ

ブチレンテレフタレート（ＰＢＴ）、ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリスチレン

（ＰＳ）等は成形性に優れ、軽量の成形物が得られるため、各種飲食品容器の成形用素材として汎

用されている。これらのうち、ＰＥＴは樹脂臭がなく、内容物を吸着することもないため、食品の風味を

損なわない特徴を有し、各種飲料容器のブロー成形素材として多用されている。 

しかしながら、小型のＰＥＴ容器に比べガスの透過性が比較的大きいために、特に体積当たり表面

積の比率が大きい１０００ｃｃ以下の小型の炭酸飲料用容器としては不適であり、・・・。」(段落[０００２]

～[０００４]) 

 

「本考案は、上記の欠点を解消し、ガスバリアー性を高め、しかも昨今の環境問題をクリアーでき

る、リサイクル可能なかつ安価な小型プラスチック容器を提供することを目的とするものである。」(段

落[０００９]) 

 

「上記の目的は、比較的に低温、低真空度で、それほど高価な耐高真空性を必要としないプラズ

マＣＶＤにより小型プラスチック容器の表面に酸化ケイ素の薄膜を形成することにより達成できる。」

(段落[００１０]) 

 

「更に、立体的な形状にも酸化ケイ素を均一に蒸着でき、またプラズマＣＶＤ処理は容器の内面ま

たは外面のいずれにも施すことができるから、ＰＥＴ容器のような凹凸のある立体的な形状のものに

も均一に直接蒸着できる。」(段落[００１５]) 
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図１ 

 
 

  

[引用文献２] 

 

引用文献２には次の点が開示されている： 

 

「開口部に平行な断面の面積が前記開口部の面積と同等の内部空間および／またはそれ以上

の内部空間を有すると共にダイヤモンド状炭素および／またはダイヤモンドの膜をその内表面に形

成してなることを特徴とする器具。」（第１頁左下欄第５～９行） 

 

「前記器具の材質としては、ガラス、プラスチック等が挙げられる。」（第２頁右下欄第９～１０行） 

 

「この発明の器具は、たとえば、ビーカー、フラスコ、結晶皿や蒸発皿などの各種のガラス皿、秤

量ビンや吸引ビン、採取ビンなどのビン類、冷却器、デシケータ、吸引装置、ピペット、メスシリンダ

ー、ビユレット、ロート、キップガス発生器および濾過器などの実験器具、コップ、皿およびボウルな

どの生活用品ならびに表面にグイヤモンド状炭素薄膜またはダイヤモンド薄膜を形成してなるガラス

をライニングした鋼管などの産業用部材などに幅広く利用することができる。」（第３頁右下欄第１４

行～第４頁左上欄第３行） 
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図１ 

 
 

 

（６） 進歩性判断のための前提又は要件 

 

次の状況を仮定する： 

「硬質炭素膜がガスバリア性を有するという事実は、当業者にとって周知である。」 
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２．２ 進歩性判断の結果 

２．２．１ ＪＰＯ 

 

（１） 分析 

 

引用文献１の段落[0002]～[0004]及び[0009]の記載から、引用文献１に記載される「小型プラス

チック容器」は本願の請求項に係る発明の「プラスチック材により形成された飲料用ボトル」に相当す

る。したがって、本願の請求項に係る発明と引用文献１に記載された発明とを対比すると、両発明は、

プラスチック材により形成された飲料用ボトルの内壁面に膜が形成されている膜コーティング飲料用

ボトルである点で一致している。一方、飲料用ボトル内壁面にコーティングする膜が、本願の請求項

に係る発明においては「硬質炭素膜」であるのに対し、引用文献１に記載された発明においては「酸

化ケイ素膜」である点で、両発明は相違している。 

 

また、引用文献２に記載された、プラスチックの器具の内表面に硬質炭素膜であるダイヤモンド状

炭素膜を形成する技術は、コップなどの生活用品、すなわち飲料用容器にも適用可能であることか

ら、引用文献２には、飲料用プラスチック容器の内壁面に硬質炭素膜をコーティングすることが記載

されているといえる。 

 

さらに、硬質炭素膜がガスバリア性を有する点は周知である。 

 

よって、ガスバリア性を高めるという技術的課題に着目し、引用文献１に記載された飲料用プラス

チックボトルにおける内壁面コーティングとして、酸化ケイ素薄膜に代えて、ガスバリア性に優れてい

ること及び引用文献２に記載のように飲料用プラスチック容器の内壁面にコーティングできることが

周知である硬質炭素膜を採用することは、当業者であれば容易に想到できることである。 

 

また、「リターナブルな容器として使用することが出来る」等の本願発明特有の効果についても、

高強度、耐摩耗性、化学的安定性等の硬質炭素膜固有の周知の性質に基づいて、当業者が容易

に予測しうる事項にすぎない。 

 

（２） 結論 

 

請求項に係る発明は、引用文献１に記載の発明、引用文献２に記載の発明及び周知技術に基
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づいて当業者が容易に導くことのできたものである。 
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２．２．２ ＫＩＰＯ 

 

進歩性を評価する方法は、次のとおりである： 

 

（１） 請求項に係る発明の特定 

 

請求項に係る発明は、硬質炭素フィルムで被覆された内壁表面をもつプラスチック・ボトルから成

る炭素フィルム被覆飲料ボトルである。 

 

（２） 引用発明の特定 

 

引用文献１：ＪＰ Ｈ５－３５６６０ Ｕ１ 

 

引用文献１には、リサイクル可能でかつ安価な小型プラスチック容器であって、表面に、比較的に

低温、低真空度で、それほど高価な耐高真空性を必要としないプラズマＣＶＤにより酸化ケイ素の薄

いフィルムが形成された容器が開示されている。 

 

引用文献２：ＪＰ Ｈ２－７００５９ Ａ 

 

引用文献２には、開口部に平行な断面の面積が前記開口部の面積と同等の内部空間及び／又

はそれ以上の内部空間を有すると共にダイヤモンド状炭素及び／又はダイヤモンドの膜をその内表

面に形成してなる器具が開示されている。 

 

この器具の材料としては、ガラス及びプラスチック等が挙げられる(第３頁第３６行)。 

この発明の器具は、たとえば、ビーカー、フラスコ、結晶皿や蒸発皿などの各種のガラス皿、秤量

ビンや吸引ビン、採取ビンなどのビン類、冷却器、デシケータ、吸引装置、ピペット、メスシリンダー、

ビユレット、ロート、キップガス発生器及び濾過器などの実験器具、コップ、皿及びボウルなどの生活

用品ならびに表面にグイヤモンド状炭素薄膜又はダイヤモンド薄膜を形成してなるガラスをライニン

グした鋼管などの産業用部材などに幅広く利用することができる。 
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（３）請求項に係る発明と最も近接する引用発明の選定、及び、最も近接する引用発明と請求項に

係る発明とを対比することによる相違点の明確化 

 

引用文献２は、請求項に係る発明のすべての技術的特徴を有しているため、最も近接する先行

技術であると認められる。技術的特徴の詳細は付録１．２において比較されている。 

 

（４）請求項に係る発明と引用発明との相違点に関して、請求項に係る発明が引用発明及び出願前

の技術常識に基づいて当業者が容易に想到し得たものであるか否かの評価 

 

最も近接する先行技術である引用文献２は、ダイヤモンド状炭素のフィルムにより形成される内壁

をもつ開口部を備えた器具を開示している。 

 

引用文献２はプラスチック飲料用ボトルとしての器具を明示的に示していないが、様々な種類の

器具及びプラスチックを含む様々な材料が明細書において開示されている(第３頁第３０～３６行参

照)。引用文献２は、欠点を克服するために、プラスチック製の器具をコートするという動機も開示し

ている(第１頁第１７～１９行)。 

 

したがって、当業者であれば、引用文献２に基づいて請求項に係る発明を容易に発明できたとい

える。 
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２．２．３ ＳＩＰＯ 

 

本願発明は、プラスチック材により形成された飲料用ボトルの内壁面に硬質炭素膜が形成されて

いることを特徴とする炭素膜コーティング飲料用ボトルに関するものである。 

 

引用文献１(ＪＰ５－３５６６０Ｕ１)は、プラズマＣＶＤ法により、表面を酸化ケイ素薄膜でコーティング

した飲料用ペットボトルを開示している(実施例１、図１参照)。 本願発明と引用文献１の相違点は、

本願発明では、ボトルの内面を硬質炭素膜でコーティングするのに対して、引用文献１では、ボトル

の外壁面を酸化ケイ素薄膜でコーティングするという点である。本願発明が解決しようとする課題は

、プラスチック容器の優れた性質を残しながら、プラスチック特有のガスバリア性及び収着の問題を

解決し、同時にコーティングの損傷を防止するためにボトルの表面をコーティングする代替膜材を提

供することである。 

 

引用文献２ (ＪＰ２－７００５９Ａ)は、内面にダイヤモンド状炭素被膜(硬質炭素膜)を形成する器具

を開示している(請求項１を参照)。さらに、引用文献２は、この器具が飲料用のコップなどの生活用

品に利用することができ(第５頁第２１行)、器具の材質としては、ガラス、プラスチック等が挙げられる(

第３頁第３６行)ことを教示している。引用文献２のダイヤモンド状炭素膜の機能は、器具の耐薬品性

及び耐溶剤性を改善することであるが、当業者にとって、ダイヤモンド状炭素膜などの硬質炭素膜

がガスバリア性を有することは周知である。 

 

よって、引用文献１の酸化ケイ素薄膜をダイヤモンド状炭素膜に置き換え、コーティングの損傷を

防止するために内壁表面に前記膜を被着させることは当業者にとって自明の事項といえる。 

 

したがって、引用文献１及び引用文献２を考慮すると、本願発明は進歩性を有しない。 
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２．３ 比較・議論 

 

（１） 比較 

 

 

進歩性 

ＪＰＯ ＫＩＰＯ ＳＩＰＯ 

なし なし なし 

 

 

引用文献 

ＪＰＯ ＫＩＰＯ ＳＩＰＯ 

D1+D2 D2 D1+D2 

 

三庁は、請求項に係る発明は、提示された先行技術に対して進歩性を有しないとした。しかしな

がら、最も近接する先行技術の選定において、僅かな相違があった。 

 

ＪＰＯは本願発明の進歩性を否定するための先行技術として、引用文献１を最も近接する先行技

術とし、引用文献２を補助的な先行技術として選定した。 

 

同様に、ＳＩＰＯも引用文献１を最も近接する先行技術とし、引用文献２を補助的な先行技術として

選定した。 

 

ＫＩＰＯは、本願発明の進歩性を否定するための先行技術として引用文献２のみを選定した。 

 

ＫＩＰＯは、ＪＰＯ、ＳＩＰＯと異なり、引用文献１の技術的特徴である硬質炭素膜をプラスチック容器

に適用することが引用文献２の記載から当業者にとって容易であるとして引用文献１との組み合わ

せをせずに本願発明の進歩性を否定した。 

 

 

 

 

- 25 - 
 



進歩性に関する事例研究 
                                     

 

（２） 議論 

請求項に係る発明の進歩性を否定するための三庁の論理について議論がなされた。 

 

ＪＰＯとＳＩＰＯは、引用文献１を最も近接する先行技術として選定し、引用文献２を補助的な先行技

術として選定した。 

 

ＪＰＯは引用文献１と引用文献２を組み合わせるためにガスバリア特性に着目した。一方、ＳＩＰＯは

２つの発明を組み合わせるために、ガスバリア特性とコーティングの損傷防止効果の双方に着目し

た。ＪＰＯもＳＩＰＯも、硬質炭素膜がガスバリア性を有することは当業者にとって周知であるという点を

考慮した。 

 

ＫＩＰＯは、引用文献２が本願の中核となる技術的思想を開示しているという理由で、請求項に係

る発明の進歩性を否定するための最も近接する先行技術として引用文献２を選択した。そして、ＫＩ

ＰＯは、引用文献２のみに基づいて、請求項に係る発明の進歩性を否定した。
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３． 事例 ３ 

 

３．１ 発明の概要 

 

（１） 発明の名称 : 糖尿病および／または糖尿病性腎症の予防、改善、または治療用組成物 

 

（２） 請求の範囲 

 

ガラクトマンナン分解物、難消化性デキストリン、ポリデキストロース、イヌリン、アラビノガラクタン、

コーンファイバー、水溶性大豆多糖類、サイリウム、および低分子化アルギン酸ナトリウムからなる群

より選択される１種以上の食物繊維および緑茶の熱水抽出画分より得られるものであるポリフェノー

ル化合物を含有する、糖尿病および／または糖尿病性腎症の予防、改善または治療用組成物。 

 

（３） 発明をサポートする明細書の中核的要素 

 

特定の食物繊維及び／又はポリフェノール化合物を含有する組成物は、糖尿病及び／又は糖

尿病性腎症の予防、改善又は治療において顕著な作用を有する。  

 

詳細についての参照先: ＵＳ ２００８／００６９９１０ Ａ１ 
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（４） 代表図面: 

 
（５） 先行技術の概要 

 

引用文献１: ＪＰ ２００２－２７５０７６ Ａ 

引用文献２: ＫＲ １０－２００３－００５６９８７ Ａ 

 

[引用文献１] 

引用文献１には、松樹皮抽出物と食物繊維とを含有する血糖上昇抑制剤が開示されている(請求

項１を参照)。また、糖尿病の予防のために前記血糖上昇抑制剤を使用することができることも開示

されている(段落[０００３]参照)。 

 

引用文献１には、以下の点も開示されている。 

 

「松樹皮抽出物と食物繊維とを含有することを特徴とする血糖上昇抑制剤。」（請求項１参照） 

 

「また、松樹皮抽出物としては、カテキン（ｃａｔｅｃｈｉｎ）類を、１．０重量％以上含有するものを用い

る。・・・。また、カテキン類には、血糖の上昇を抑制する抗糖尿病効果があることが知られてい

る。・・・」（段落［0019］参照） 

 

「本実施形態では、食物繊維として、セルロース、ヘミセルロース、リグニン、寒天、キチン、コラーゲ
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ン、カラギーナンなどの不溶性繊維およびペクチン、グアガム、サイリウム、ガラクトマンナン、キシロ

グルカン、ローカストビーンガム、グルコマンナン、アルギン酸ナトリウム、コンドロイチン硫酸、低分子

アルギン酸、低分子グアガム、難消化性デキストリン、プルラン、ファイパロン、コンドロイチン硫酸な

どの水溶性繊維のいずれを用いてもよい。また、これらの食物繊維の誘導体も用いることができる。

食物繊維の誘導体としては、例えば、メチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、カルボキシ

メチルセルロースのようなセルロースの誘導体、キチンもしくはキトサンのカルボキシメチル化物、リン

酸化物、硫酸化物、ジヒドロキシプロピル化物等の誘導体、ポリデキストロースのようなデンプンの誘

導体が挙げられる。なお、本明細書において食物繊維というときには、特に断わらない限り、食物繊

維の誘導体も含むものとする。」（段落［0023］参照） 

 

「食物繊維は、コレステロールの吸収抑制、摂取ナトリウムの体外排泄、糖質の消化吸収抑制、腸内

有用細菌の増殖効果、便秘の改善、血圧の正常化、美肌、虫歯予防、腸ガンや憩室症の予防効果

等を奏し、血糖上昇抑制効果を有することが知られており、糖尿病の食事療法にも、一般的に用い

られている。」（段落［0027］参照） 

 

「松樹皮抽出物の一例であるＯＰＣ含有量４０重量％以上の松樹皮抽出物（ＯＰＣ－８５：ＩＮＣ社製）

０．１ｇと、食物繊維の一例であるアルギン酸ナトリウム５ｇと、基本飼料９５ｇとを混合し、本発明の一

実施例である試験例１に係る血糖上昇抑制剤を調製した。」（段落［0035］参照） 

 

「・・・基本飼料に松樹皮抽出物および食物繊維を配合したものは、基本飼料に松樹皮抽出物また

は食物繊維のいずれか一方のみを配合した場合では得られない相乗的な血糖上昇抑制作用を奏

することが分かった。以上より、松樹皮抽出物と食物繊維とを組み合わせることにより、それぞれ松樹

皮抽出物または食物繊維単独で摂取した際には得られない、食後血糖値の上昇抑制効果が得ら

れることが分かった。」（段落［0039］参照） 

 

[引用文献２] 

引用文献２には、有効成分として緑茶カテキンを含有する、糖尿病性心疾患を予防するための組

成物が開示されている(請求項１を参照)。また、緑茶の主成分中のカテキン(ポリフェノール)が、血

清コレステロール降下作用、抗酸化作用、降圧作用、血小板凝集抑制作用等を含む様々な薬理学

的作用を有することも開示されている(背景技術を参照)。 
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（６） 進歩性判断のための前提又は要件 

 

特に、引用文献１に引用文献２を組み合わせた場合における相乗効果の観点からみて、本願発

明は進歩性を有するか？ 
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３．２ 進歩性判断の結果 

３．２．１ ＪＰＯ 

 

（１） 分析 

 

３．１（５）に示した引用文献１の記載から、引用文献１に記載される血糖上昇抑制剤が、糖尿病の

予防、改善又は治療に用い得るものであることは明らかである。そうすると、引用文献１には、カテキ

ン類を含有する松樹皮抽出物と、食物繊維とを含有する糖尿病の予防・改善又は治療用組成物が

記載されていると認められる。 

 

本願の請求項に係る発明と、引用文献１に記載された発明とを対比すると、カテキン類が、請求

項に係る発明においては、緑茶の熱水抽出画分より得られるものであるのに対し、引用文献１に記

載された発明においては、松樹皮抽出物より得られるものである点で相違している。 

 

引用文献１にはカテキン類に血糖の上昇を抑制する抗糖尿病効果があることが知られている旨が

記載されている。また、緑茶の熱水抽出物にカテキン類が含まれることは技術常識である。 

したがって、このような引用文献１の記載及び技術常識を考慮すれば、引用文献１に記載の組成

物において、松樹皮抽出物から得られるカテキン類（ポリフェノール化合物の一種）に代えて、緑茶

の熱水抽出画分より得られるカテキン類（ポリフェノール化合物の一種）を用いることは、当業者が容

易に想到することである。 

 

また、本願の発明の詳細な説明の試験例に記載された実験結果をみても、本願の請求項に係る

発明が、当業者の予測を超える顕著な効果を奏するということはできない。 

 

 

（２） 結論 

 

請求項に係る発明は、引用文献１の記載及び技術常識に基づいて、当業者が容易に導くことの

できたものである。 
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３．２．２ ＫＩＰＯ 

 

進歩性を評価する方法は、次のとおりである： 

 

（１） 請求項に係る発明の特定 

 

ガラクトマンナン分解物、難消化性デキストリン、ポリデキストロース、イヌリン、アラビノガラクタン、

コーンファイバー、水溶性大豆多糖類、サイリウム、及び低分子化アルギン酸ナトリウムからなる群よ

り選択される１種以上の食物繊維および緑茶の熱水抽出画分より得られるものであるポリフェノール

化合物を含有する、糖尿病及び／又は糖尿病性腎症の予防、改善又は治療用組成物。 

 

（２） 引用発明の特定 

 

引用文献１: ＪＰ ２００２－２７５０７６ Ａ 

 

引用文献１には、松樹皮抽出物と食物繊維とを含有する血糖上昇抑止剤が開示されている(請求

項１を参照)。また、糖尿病予防のために前記血糖上昇抑止剤を使用することができることも開示さ

れている(段落[０００３]参照)。 

 

引用文献２：ＫＲ １０－２００３－００５６９８７ Ａ 

 

引用文献２には、有効成分として緑茶カテキンを含有する、糖尿病性心疾患を予防するための組

成物が開示されている(請求項１を参照)。また、緑茶の主成分中のカテキン(ポリフェノール)が、血

清コレステロール降下作用、抗酸化作用、降圧作用、血小板凝集抑制作用等を含む様々な薬理学

的作用を有することも開示されている(背景技術を参照)。 

 

（３）請求項に係る発明と最も近接する引用発明の選定、及び、最も近接する引用発明と請求項に

係る発明とを対比することによる相違点の明確化 

 

引用文献１には、請求項に係る発明のすべての化学成分が開示されているから、引用文献１に

記載された発明が、請求項に係る発明に最も近接する先行技術であると認められる。技術的特徴の

詳細は付録１．３において比較されている。 
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（４）請求項に係る発明と引用発明との相違点に関して、請求項に係る発明が引用発明及び出願前

の技術常識に基づいて当業者が容易に想到し得たものであるか否かの評価 

 

技術分野及び的に関しては、請求項に係る発明は、糖尿病性腎症の予防、改善及び治療用組

成物であり、食物繊維およびカテキンといったポリフェノール化合物を含んでいる。引用文献１には、

有効成分として食物繊維とカテキン（ポリフェノール）とを含有する松樹皮抽出物を含有する、血糖

値上昇を抑止する組成物が開示されている。引用文献２には、有効成分としてカテキン（ポリフェノ

ール）を含有する、糖尿病性腎症の予防のための組成物が開示されている。してみると、請求項に

係る発明、引用文献１に記載された発明、及び引用文献２に記載された発明は、いずれも、有効成

分としてポリフェノールとカテキンとを含有する、糖尿病の治療及び／又は糖尿病性腎症を治療す

るための組成物を提示していることから、同一である。 

 

請求項に係る発明と引用文献１に記載された発明の技術的特徴を比較すると、請求項に係る発

明は、ガラクトマンナン分解物、難消化性デキストリン、ポリデキストロース、イヌリン、アラビノガラクタ

ン、トウモロコシ由来の食物繊維、水溶性大豆多糖類、サイリウム、及び低分子化アルギン酸ナトリウ

ムからなる群より選択される１種以上の食物繊維及び／又は緑茶の熱湯抽出画分より得られるポリ

フェノール化合物を含有している。引用文献１には、ガラクトマンナン、アルギン酸ナトリウム、低分子

アルギン酸塩又は水溶性食物繊維(難消化性デキストリン)及びカテキン(ポリフェノール化合物) と

共に松樹皮抽出物を有効成分として含有する組成物が開示されている。請求項に係る発明と引用

文献１に記載された発明とは、いずれも食物繊維及びポリフェノール化合物を提示している点で同

一である。したがって、請求項に係る発明の技術的特徴は、引用文献１に基づいて、当業者が容易

に想到し得たものである。 

 

請求項に係る発明は、当該発明が糖尿病性腎症の予防、改善又は治療のために開発されたもの

であるのに対して、引用文献１に記載された発明が降圧作用のために発明されたものである点での

み、引用文献１に記載された発明と相違する。 

 

しかしながら、糖尿病性腎症は糖尿病の合併症として頻繁に発症する疾患の１つであり、かつ、

糖尿病性末梢神経障害が原因であるということは、引用文献２に記載された技術分野において自明

である(引用文献２の１４－２参照)。引用文献２に記載された発明の降圧作用は、結局のところ、真

性糖尿病の予防と治療を意味しており、糖尿病性腎症の予防と治療に通じている。さらに、引用文
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献２には、有効成分としてカテキンを含有する組成物のみが糖尿病性腎症の治療に効果的であっ

たことが開示されている。したがって、請求項に係る発明の目的は、引用文献１及び引用文献２の記

載に基づいて当業者が容易に想到し得たものである。 

 

さらに、請求項に係る発明の効果に関して、発明の詳細な説明には、糖尿病ラットを用いて行っ

た、緑茶抽出物(以下、’ＧＴＰ’という)及びガラクトマンナン分解物(以下、’ＰＨＧＧ’又はグアガム部分

分解物という)を含む組成物の実験結果として、ブドウ糖及び糖化タンパク質の濃度変化（図１参照）、 

尿素窒素、トリグリセド及びＭＤＡの濃度変化(図２参照)、尿タンパク質及び血清中クレアチニン濃

度変化(図３参照)が開示されている。しかし、GTP及び／又はＰＨＧＧが糖尿病又は糖尿病性腎症

の予防及び治療に効果的であるということは、引用文献１及び引用文献２の記載から明らかに予測

し得る。また、ＧＴＰとＰＨＧＧを組み合わせたことによる効果は、ＧＴＰとＰＨＧＧの各効果が足しあわ

されたものに過ぎず、引用文献１及び引用文献２の記載から予測し得ないほどの顕著な相乗効果を

表しているとはみなせない。したがって、請求項に係る発明は、引用文献１及び引用文献２の記載

からみて顕著な効果を奏するものとはいえない。 

 

したがって、請求項に係る発明は、引用文献１及び引用文献２の単なる集約と比較して複雑な技

術的特徴を有しているとも、顕著な効果を奏しているとも認められない。よって、当業者は、引用文

献１と引用文献２を単純に組み合わせることによって請求項に係る発明に到達し得たといえる。した

がって、請求項に係る発明は進歩性を有しない。 
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３．２．３ ＳＩＰＯ 

 

本願発明は、１種以上の食物繊維及び緑茶の熱水抽出画分から得られたポリフェノール化合物

を含有する、糖尿病及び／又は糖尿病性腎症の予防、改善、又は治療用組成物に関する。 

引用文献１(ＪＰ２００２－２７５０７６Ａ)には、松樹皮抽出物と、麦若葉を利用して調整された食物繊

維含有素材(トウモロコシ由来の食物繊維)とを含む血糖上昇抑制剤が開示されている(請求項6参

照)。この血糖上昇抑制剤は、糖尿病の予防に用いることができる(段落[０００３]参照)。本願発明と引

用文献１に記載された発明とは、本願発明の組成物が、緑茶の熱水抽出画物から得られるポリフェ

ノール化合物を含有しているのに対して、引用文献１に記載された発明の血糖上昇抑制剤が、松樹

皮抽出物を含有している点で相違する。本願発明によって解決される課題は、糖尿病の代替治療

組成物を提供することである。 

しかしながら、引用文献１には、松樹皮抽出物がカテキン類(ポリフェノール化合物)を含有してい

ること、及び、前記松樹皮抽出物として１．０重量%以上のカテキン類を含有するものが好ましいこと

が開示されている(段落[０００７]参照)。さらに、引用文献２ (ＫＲ２００３００５６９８７Ａ)には、活性成分

として緑茶カテキンを含有する糖尿病性心疾患予防用組成物が開示されている(請求項１を参照)。

引用文献２にはまた、緑茶の主成分中のカテキン(ポリフェノール)が、血清コレステロール降下作用、

抗酸化作用、降圧作用、血小板凝集抑制作用等を含む様々な薬理学的作用を有することも開示さ

れている(背景技術参照)。したがって、糖尿病の治療用組成物として特定の食物繊維と緑茶中のカ

テキン類とを組み合わせたものは当業者にとって自明である。さらに、ポリフェノール化合物は、熱

水に簡単に溶解しやすいから、緑茶の熱水抽出画分からポリフェノール化合物を得ることは当業者

にとって自明である。 

 

本願に予測し得ない効果を裏付ける証拠がないことから、本願に係る発明に進歩性があるとは認

められない。 
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３．３ 比較・検討 

 

（１） 比較 

 

 

進歩性 

ＪＰＯ ＫＩＰＯ ＳＩＰＯ 

なし なし なし 

 

 

引用文献 

ＪＰＯ ＫＩＰＯ ＳＩＰＯ 

D1 D1+D2 D1+D2 

 

三庁は、請求項に係る発明は、提示された先行技術に対して進歩性を有しないとした。 

 

ＪＰＯは引用文献１を最も近接する先行技術とし、請求項に係る発明の進歩性を引用文献１及び

技術常識に基づいて否定した。 

 

ＳＩＰＯとＫＩＰＯは引用文献１を最も近接する先行技術とし、請求項に係る発明の進歩性を否定す

るための補助的な先行技術として引用文献２を選定した。 

 

 

（２） 議論 

 

三庁は、請求項に係る発明の進歩性を否定した論理について議論を行った。 

 

ＪＰＯとＳＩＰＯは、請求項に係る発明と引用文献１に記載される発明はカテキンの由来において相

違すると認定した。この点について、ＪＰＯは、緑茶の熱水抽出物にカテキンが含まれることは技術常

識であることから､容易であると判断した。この点について、ＳＩＰＯは、引用文献２に記載された緑茶

のカテキンを適用すること、及び当業者が緑茶の熱水抽出物からポリフェノール化合物を取得する

のは明白であると判断した。 
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請求項に係る発明は、糖尿病及び／又は糖尿病腎症の予防、改善又は治療用組成物に関する

ものであるところ、ＫＩＰＯは、請求項に係る発明は糖尿病腎症の予防、改善又は治療のためのもの

であるのに対し、引用文献１に記載される発明は降圧作用のためのものである点で、両発明は相違

すると認定した。そして、この点は引用文献２から容易であると判断した。 

 

さらに、三庁は、本願発明の実験結果を参酌しても予想外の相乗効果があるとは認められないと

判断した。 
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４． 事例 4 

 

４．１ 発明の概要 

 

（１） 発明の名称 : 閃光放電ランプおよび光エネルギー照射装置 

 

（２） 請求の範囲 

 

請求項 １  

 

透光性で細長い気密容器と； 

気密容器の両端内部に封装されている一対の電極と； 

クリプトン（Ｋｒ）およびキセノン（Ｘｅ）を含み、クリプトンのクリプトンおよびキセノンに対する分圧比Ｐ

（％）が下式を満足する希ガスからなり、気密容器の内部に封入されて閃光放電時に発光する放電

媒体と； 

を具備していることを特徴とする閃光放電ランプ。 

                                  ７０≦Ｐ≦９８ 

請求項２ 

 

気密容器中の管軸に直交する断面における電流密度が８０００Ａ／ｃｍ２以上で閃光点灯することを

特徴とする請求項１記載の閃光放電ランプ。 

 

 

（３） 発明をサポートする明細書の中核的要素 

 

紫外光放射、特に波長２００～４００ｎｍの紫外光放射を増大した閃光放電ランプ及びこれを用い

た光エネルギー照射装置を提供すること。 

 

透光性で細長い気密容器ＳＥと； 

両端の内部に封装されている一対の電極Ｅと； 

クリプトン（Ｋｒ）とキセノン（Ｘｅ）を含み、クリプトンのクリプトン及びキセノンに対する分圧比Ｐ（％）が、

７０≦Ｐ≦９８を満足する希ガスからなり、気密容器ＳＥの内部に封入されて閃光放電時に発光する
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放電媒体とを具備する閃光放電ランプＨＦＬ。 

 

詳細についての参照先: ＪＰ ２００６－１３９９９２ Ａ 

（ＫＲ １０－２００６－００５２５８８ Ａ） 

 

 

（４） 代表図面: 

 

 
 

（５） 先行技術の概要 

 

引用文献１ : ＵＳ ２００２／０１３５２９９ Ａ１  

引用文献２ : ＵＳ ４９１４３４７ Ａ 

 

 

[引用文献１]  

引用文献１には、ガラス管(１１)、電極対（前記ガラス管の両端に互いに逆に配置された陽極(１２)

と陰極(１３))、ガラス管の外側表面に設けられた導電部材(１４)、電極(１５)、陰極(１３)上に設けられ

たトリガー電極(１８)、前記ガラス管に封入されたキセノンガス、を有する閃光放電ランプが開示され

ている（段落[０００２]、[００１４]～[００１７]、図１，図２参照）。ここで、トリガー電極(１８)は電気的に導電

部材(１４)に接続されている。使用時に２つの電極の間に起電力がかかった時、トリガーコイルはキ

セノンガスの分子がイオン化する高い起電力を印加するように作動する。２つの電極の間に電場が

かかると、イオンと電子は加速されて衝突し、電子雪崩効果が生じる。一方、全てのキセノンガスは、

ほぼイオン化して高温になり、ガラス管に高温プラズマが形成され、短期間に太陽光に似た明るい

光を放つ。 
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図１，図２は以下に示される。： 

 
 

 

 

[引用文献２] 

引用文献２には、壁の厚みが０．７ｍｍである線形ガラス管(１)、ランプの両端に設けられた電極対

(４)を有する熱陰極形低圧希ガス放電蛍光ランプが開示されている。ランプにおいて、キセノンは０．

５Ｔｏｒｒ、ネオンは４．５Ｔｏｒｒの分圧で満たされており、全圧は５．０Ｔｏｒｒ（Ｘｅ:２０％、Ｎｅ:８０％）である。

また、引用文献２はＮｅガスだけではなく、Ｈｅ、Ａｒ、Ｋｒ等の他の希ガスもＮｅガスと同様に有効であ

ることが記載されている(第３欄第１～１０行、第３欄第６７行～第４欄第２行参照)。この発明の利点は、

一般的な照明用の蛍光ランプに使用される低圧の希ガスで満たされた熱陰極形低圧希ガス放電蛍

光ランプを提供できること、また、温度に依存性を持たず、高速応答性能に優れることである。 
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図１: 

 
 

（６） 進歩性判断のための前提又は要件 

 

１） 引用文献１と引用文献２に基づいて請求項１の進歩性を否定できるか？引用文献１と引用文献

２のうち、どちらを最も近接する先行技術とすべきか？ 

 

２） 引用文献２は、「当該ランプにおいて、Ｘｅを０．５Ｔｏｒｒの圧力で満たし、Ｎｅを４．５Ｔｏｒｒの圧力で

満たしたが、Ｋｒ等の他の希ガスもＮｅと同様の効果があり、これを使用できる」点を開示している。

引用文献２において、「ＸｅとＫｒを、０．５Ｔｏｒｒ：４．５Ｔｏｒｒの圧力比でバルブ内に満たす」という技

術的な動機付けは存在するか？ 

 

３）「気密容器中の管軸に直交する断面における電流密度が８０００Ａ／ｃｍ２以上で閃光点灯する」と

いう技術的特徴は請求項２における機能特性として考慮することができるか？この技術的特徴

は明確か？請求項１と請求項２との間の構造上の違いは何か？請求項２の進歩性を判断する過

程において、この技術的特徴の影響は如何なるものか？ 

 

４） 技術水準について。例えば、請求項２の「気密容器中の管軸に直交する断面における電流密

度が８０００Ａ／ｃｍ２以上で閃光点灯する」という機能特性に関しては、より高い電流密度を使用

することによって、より高い照度を得ることができることを我々は知っており、この技術的特徴を技

術常識としてよい。 
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４．２ 進歩性判断の結果 

４．２．１ ＪＰＯ 

 

（１）分析 

 

引用文献１には、放電媒体に封入される気体としてキセノン一種類のみが封入された閃光放電ラ

ンプの発明が記載されている。 

 

請求項１に係る発明と、引用文献１に記載された発明とを対比すると、封入される希ガスが前者で

は所定の分圧比で封入されるクリプトンとキセノンであるのに対し、後者ではキセノンのみである点で

相違する。 

 

引用文献１に記載される閃光放電ランプは、段落［０００２］に記載されるように、写真用カメラのスト

ロボ等の用途に使用されるものであり、引用文献２に記載される熱陰極形低圧希ガス放電蛍光ラン

プは、第１欄第７～１０行（特開平０１－１１５０４７号公報の第１頁左下欄第１９行～右下欄第１行）に

記載されるように、ＦＡＸ、複写機などのＯＡ機器に用いられるものであるから、ランプの機能自体異

なるものである。また、引用文献２において、キセノンに、ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトンを添

加するのは、ＯＡ機器用光源として用いるために細管化しても輝度維持率を改善するためであり、こ

のような課題は引用文献１のようなストロボ等に用いられるランプには存在しないものである。 

 

このように、引用文献１と引用文献２は機能や課題の点で異なり、その他にも引用文献１と引用文

献２を組み合わせるための動機付けは存在しない。 

 

そして、請求項１に係る発明は、紫外光を照射するのに適した閃光放電ランプであって、希ガスと

してキセノンとクリプトンを用いることにより波長２００～４００ｎｍの紫外光放射が増大するという有利

な効果を奏するものである。 

 

 

（２） 結論 

 

引用文献１及び引用文献２に基づいて請求項１に係る発明の進歩性を否定し得る論理を構築す

ることは不可能である。よって、請求項１，２に係る発明は進歩性を有する。 
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４．２．２ ＫＩＰＯ 

 

進歩性を評価する方法は、以下のとおりである： 

 

（１） 請求項に係る発明の特定 

 

閃光放電ランプＨＦＬは、半透明の薄い気密容器ＳＥ、一対の電極Ｅ (Ｅは、その両端の内側に密

閉されている)、クリプトン（Ｋｒ）とキセノン(Ｘｅ)を含む放電媒体（クリプトンのクリプトン及びキセノンに

対する分圧比Ｐ (％)が式７０≦Ｐ≦９８を満足し、かつ、閃光放電により発光する容器ＳＥ内に封入さ

れている希ガスから構成される媒体)から構成されている。 

 

（２） 引用発明の特定 

 

引用文献１：ＵＳ ２００２／０１３５２９９ A1 

 

引用文献１には、ガラス管、一対の電極、すなわち、ガラス管の両端に向かい合って配置されて

いる陽極と陰極、ガラス管の外側表面に設けられている導電部材、前記陰極上に搭載され、前記導

電性部材に電気的に接続されているトリガー電極、前記ガラス管に封入されているキセノンを有する

閃光放電ランプであって、前記閃光放電ランプがさらに前記陰極上の少なくとも１つの高温耐熱電

極及び前記陰極及び／又は前記陽極上に設けられる少なくとも１つのゲッター電極を含んでいるこ

とを特徴とする閃光放電ランプが開示されている。 

 

引用文献２：ＵＳ ４９１４３４７ A 

 

引用文献２には、ガラスバルブ両端に少なくとも安定放電状態において熱陰極として動作する一

対の電極を設け、バルブ内面に蛍光体層を形成し、内部に発光ガスを封入し、放電によりこの発光

ガスが発する放射で蛍光体を発光させる管径１６ｍｍ以下の低圧希ガス放電ランプにおいて、発光

ガスとしてＸｅの他に、Ｈｅ、Ｎｅ、Ａｒ、Ｋｒの少なくとも一種以上のガスを添加したことを特徴とする熱

陰極形低圧希ガス放電蛍光ランプが開示されている。 
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（３）請求項に係る発明と最も近接する引用発明の選定、及び、最も近接する引用発明と請求項に

係る発明とを対比することによる相違点の明確化 

 

請求項に係る発明の技術的特徴と、引用文献１、引用文献２に記載の技術的特徴とは、付録１．

４において比較されている。 

 

（４）請求項に係る発明と引用発明との相違点に関して、請求項に係る発明が引用発明及び出願前

の技術常識に基づいて当業者が容易に想到し得たものであるか否かの評価 

 

１．進歩性を評価するための要求条件 

 

１） 引用文献１と引用文献２に基づいて請求項１の進歩性を否定できるか？引用文献１と引用文献

２のうち、どちらを最も近接する先行技術とすべきか？ 

 

請求項１の進歩性は、引用文献１及び引用文献２に基づいて否定されない。そして引用文献１は

閃光放電ランプを開示しているので、それが最も近接する先行技術とされる。 

 

２） 引用文献２は、「当該ランプにおいて、Ｘｅを０．５Ｔｏｒｒの圧力で満たし、Ｎｅを４．５Ｔｏｒｒの圧力

で満たしたが、Ｋｒ等の他の希ガスもＮｅと同様の効果があり、これを使用できる」点を開示している。

引用文献２において、「ＸｅとＫｒを、０．５Ｔｏｒｒ：４．５Ｔｏｒｒの圧力比でバルブ内に満たす」という技術

的な動機付けは存在するか？ 

 

発明の数値範囲が先行技術に含まれていても、必ずしもその発明が先行技術により進歩性を否

定される訳ではなく、その発明が臨界的意義を有する場合、進歩性が認められる。発明の作用・効

果がその数値範囲において劇的に変化する場合、その数値範囲が臨界的意義を有することが認め

られる場合がある。この発明において、「Ｋｒの分圧比が７０％未満または９８％超になると、波長２００

～４００ｎｍの紫外光の発生量がＫｒを１００％封入した閃光放電ランプと同等またはそれ以下になる」

と述べられているので、臨界的意義を有する数値範囲によってこの発明の進歩性が肯定される。ま

た、進歩性の評価において、審査官は、当業者が請求項に係る発明を想到できるかどうかの観点か

ら、先行技術に照らして、動機付け、又は、本願発明がより優れた効果を有しているかを検討する。

しかし、引用文献２に記載される発明の目的は、低圧希ガスで充填される熱陰極形放電蛍光ランプ

を提供することである。このランプは、一般照明用の通常の蛍光ランプとして使用でき、かつ、希ガス
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充填放電ランプに固有である、温度依存性がなく高速応答性能を有するといった特性のみならず、

より薄い管の使用によって輝度維持率が改善されるという長所を有する点で有用なものである。した

がって、当業者が、放電ランプにおける紫外線の量を増加させるという目的に到達する動機付けは

存在しない。このように、引用文献２に記載される発明の分圧Ｐの値が請求項１に記載される数値範

囲のものであったとしても、請求項１が進歩性を欠くと言うことはできない。 

 

３）  「気密容器中の管軸に直交する断面における電流密度が８０００Ａ／ｃｍ２以上で閃光点灯す

る」という技術的特徴は請求項２における機能特性として考慮することができるか？この技術的特徴

は明確か？請求項１と請求項２との間の構造上の違いは何か？請求項２の進歩性を判断する過程

において、この技術的特徴の影響は如何なるものか？ 

 

発明の機能又は効果を示す機能的表現が請求項に含まれていても、機能的表現の意味が発明

の詳細な説明及び図面により明確に決定され得る場合、請求項は明確に記載されていると認めら

れる。請求項２に記載される表現は、発明の詳細な説明及び図面により明確に定まるので、不明確

とはいえない。また、構造のみならず、機能又は効果も請求項に記載することができると考えられる。 

 

４） 技術水準について。例えば、請求項２の「気密容器中の管軸に直交する断面における電流密

度が８０００Ａ／ｃｍ２以上で閃光点灯する」という機能特性に関しては、より高い電流密度を使用す

ることによって、より高い照度を得ることができることを我々は知っており、この技術的特徴を技術常

識としてよい。 

 

請求項２において、８０００Ａ／ｃｍ２以上の電流密度は、紫外光の劇的な増加を示す範囲(score 

range)である。そして、前記範囲のものとすることを、技術常識とみなすことはできない。 

 

２．進歩性の評価 

 

請求項１に係る発明は、閃光放電ランプに関するものである。請求項１に係る発明と、引用文献１

及び引用文献２に記載される発明とを対比すると、請求項１に係る発明は、クリプトン(Ｋｒ)及びキセノ

ン(Ｘｅ)を含み、クリプトンのクリプトン及びキセノンに対する分圧比Ｐ (％)が７０≦Ｐ≦９８を満足する

放電媒体、及び、閃光放電により発光する容器ＳＥ内に封入されている希ガスから構成されている

点において、これらの先行技術と相違する。そして、当該相違点は、前記先行技術のそれぞれから、

又は、これらの先行技術の組合わせに基づいて当業者が容易に導けるものではない。したがって、
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請求項１に係る発明は、進歩性を有すると認められる。 

 

請求項２は、請求項１に従属している。したがって、請求項２に係る発明も進歩性を有すると認め

られる。 
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４．２．３ ＳＩＰＯ 

 

１． 請求項１は、透光性で細長い気密容器と、気密容器の両端内部に封装されている一対の電極

と、クリプトン（Ｋｒ）及びキセノン（Ｘｅ）を含み、クリプトンのクリプトンおよびキセノンに対する分圧比Ｐ

（％）が式７０≦Ｐ≦９８を満足する希ガスからなり、気密容器の内部に封入されて閃光放電時に発光

する放電媒体とを具備する閃光放電ランプに関するものである。 

 

引用文献１ (ＵＳ２００２／０１３５２９９Ａ１)には、ガラス管(１１)と、前記ガラス管の両端内部に対向

配置された一対の電極(すなわち、陽極１２と陰極１３)と、ガラス管外面に配した導電部材(１４)と、陰

極(１３)に装着され、キセノンガスを前記ガラス管内部に封入して、ガラス管内部でトリガー電極(１８)

を前記導電部材(１4)に電気的に接続する電極(１５)及びトリガー電極(１８)とを具備している閃光放

電ランプが開示されている(段落[０００２]、[００１４]～[００１７]、図１及び図２参照)。 

 

請求項１に係る発明における、引用文献１に記載される発明と顕著な特徴は、放電媒体がクリプト

ン（Ｋｒ）及びキセノン（Ｘｅ）を含んでおり、クリプトンのクリプトン及びキセノンに対する分圧比Ｐ(％)が

式７０≦Ｐ≦９８を満足する希ガスからなるという点である。本願発明によって解決される技術的課題

は、閃光放電ランプの紫外線放射量を増大させることである。 

 

引用文献２ (ＵＳ４９１４３４７Ａ)には、バルブ(１)に使用される壁厚０．７ｍｍの線形ガラスバルブと、

両側に配した一対の電極４とを具備し、ランプ内で、Ｘｅを同一の圧力０．５Ｔｏｒｒで追加充填し、さら

にＮｅを４．５ Ｔｏｒｒの圧力で充填して合計圧力を５．０Ｔｏｒｒ (Ｘｅ:２０％及びＮｅ:８０％)にした熱陰極

形放電蛍光ランプが開示されている。したがって、ネオンのネオン及びキセノンに対する分圧比Ｐ 

(％)は８０で、式７０≦Ｐ≦９８を満足している。 引用文献２にはさらに、追加ガスとしてＮｅガスを使用

できるだけでなく、Ｈｅ、Ａｒ及びＫｒなどの他の希ガスもすべてＮｅと同じく効果的であり、それらの混

合ガスも使用できることが開示されている(第３欄、第１～１０行、第３欄第６７行～第４欄第２行参照)。

しかし、混合された希ガスの機能はランプの輝度維持率を改善することであり、本願発明の解決しよ

うとする課題とは異なる。 

 

同時に、上記顕著な特徴は周知技術ではない。よって、先行技術において、既存の技術的課題

を解決するために前記顕著な特徴を引用文献１に適用する技術的動機付けが存在せず、請求項

に係る発明は引用文献１、引用文献２に対して進歩性を有する。 
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２． 請求項２は、請求項１に従属しているところ、請求項１に係る発明が進歩性を有することを考慮

すると、請求項２に係る発明もまた進歩性を有する。 
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４．３ 比較・議論 

 

（１） 比較 

 

 

進歩性 

ＪＰＯ ＫＩＰＯ ＳＩＰＯ 

あり あり あり 

 

 

引用文献 

ＪＰＯ ＫＩＰＯ ＳＩＰＯ 

- - - 

 

三庁は、請求項に係る発明は、提示された先行技術に対して進歩性を有するとした。 

 

（２） 議論 

三庁は、請求項に係る発明と引用発明とは異なる技術的課題、又は、異なる機能を有するもので

あることから、引用文献の組み合わせによっても請求項に係る発明を導くことは容易ではないとした。 

 

ＪＰＯは、引用文献１と引用文献２に記載される発明の機能、課題が異なることから、引用文献１と

引用文献２の組み合わせは不可能であるとコメントした。また、ＫＩＰＯは、請求項に係る発明の目的

は、当業者が想到し得るものではなく、臨界的意義のある数値範囲の限定に基づき請求項に係る

発明の進歩性は認められると述べた。ＳＩＰＯは引用文献２の技術的課題が請求項に係る発明と異

なることについて言及した。 

 

本事例の進歩性の判断において、数値範囲により定義される技術的特徴は重要な問題ではなか

った。しかしながら、数値範囲により定義された発明の進歩性の判断に関して議論があった。 

 

一般に、ＫＩＰＯは、数値範囲の限定が臨界的意義を有するか否かに基づいて進歩性を判断する。 

一方、ＳＩＰＯの審査基準は数値範囲が当業者の通常の設計手順によって導けるものであり、予
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測できない技術的効果を生むものでないならば進歩性を否定するとしている。 

 

また、ＳＩＰＯは請求項２に関して、発明の明確性に関する問題を提起した。ＳＩＰＯは、請求項２の

明確性について疑義を抱いた。しかし、本研究のトピックは明確性要件ではないため、この問題の

詳細については将来的に議論することとした。 
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５． 事例 ５ 

 

５．１ 発明の概要 

 

（１） 発明の名称 : 黙示的ユーザフィードバックを用いた自動パーソナルプレイリスト生成 

 

（２） 請求の範囲 

 

音楽ライブラリからオーディオプレイリストを生成する方法であって、 

（ａ）個別の重みを複数の曲に、その曲に関連したユーザのアクティビティに基づいて割り当てる割り

当て段階と、 

（ｂ）複数の曲を音楽ライブラリから選択する段階であって、各曲の選択される確率はその曲に割り当

てられた重みに対応する選択段階と、 

（ｃ）音楽ライブラリからランダム曲グループを選択する段階と、 

（ｄ）前記段階（ｂ）において選択された曲および前記段階（ｃ）において選択された曲を意外性パラメ

ータに対応する割合で含むプレイリストを生成する段階と、 

を含むことを特徴とする方法。 

 

（３） 発明をサポートする明細書の中核的要素 

 

詳細についての参照先: ＵＳ ７３４５２３２ Ｂ２ 
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（４） 代表図面: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５） 先行技術の概要 

 

引用文献１: ＵＳ ２００５／０２１９９６３ Ａ１  

引用文献２: ＵＳ ６４４６０８０ Ｂ１ 

 

[引用文献１] 

引用文献１は、３つのタイプのプレイリストを開示している。第１のタイプは、ユーザが最近聴いた

曲から所定数の曲が登録されたプレイリスト。第２のタイプは、ユーザによる再生頻度が高い曲から

所定数の曲が登録されたプレイリスト。３つ目は、ユーザが全ての仮想スロットから選びだした曲を登

録したプレイリスト（段落[０１５７]参照）。 
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[引用文献２] 

引用文献２は、単純にランダムにトラックをシャッフルするシャッフル操作を開示している。シャッフ

ル操作は、例えば周知の乱数発生器を使ってなし遂げられる(第５欄第５５～５９行参照)。 

 

（６） 進歩性判断のための前提又は要件 

 

引用文献１を最も近接する先行技術とし、引用文献２を補助的な先行技術としたとき、特に組み

合わせの自明性の観点からみて、請求項に係る発明は進歩性を有するか？ 
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５．２ 進歩性判断の結果 

５．２．１ ＪＰＯ 

 

（１）分析 

 

引用文献１（段落[０１５６]～[０１５７], [０２０９], 図１, 図２１Ｄ参照）（特開平１９－５１１８５７号公報の

【０１１２】～【０１１３】、【０１６４】、【図１】,【図２１】D）は、「アルバムのトラック」から「プレイリスト」を生成

する方法であって、ユーザーがトラックを再生した回数を示す「再生頻度データ」を「各トラック」に割

り当て、「各トラックの再生頻度データ」が高いものから順に「ソート」して、「再生頻度プレイリストを作

成」する方法を開示している。 

 

引用文献２は、プレイリストを、「複数のトラックを容易に順不同にシャッフルするシャッフル操作に

よって生成する」方法を開示している（第５欄第５５～５９行）。 

 

しかしながら、引用文献１、引用文献２において、請求項に係る発明に含まれる段階(ｂ)～(ｄ)の構

成は開示も示唆もされていない。また、プレイリストの生成において、２つの異なる段階で選択された

曲を、所定のパラメータに対応する割合で含むものとすることは、当業者の通常の創作能力の発揮

によってなし得る程度のものでもない。 

 

したがって、引用文献１及び引用文献２から、請求項に係る発明を想到することは当業者にとって

容易でない。 

 

 

 

 

（２） 結論 

 

請求項に係る発明は、引用文献１を最も近接する先行技術、引用文献２を補助的な先行技術とし

て進歩性を否定する論理づけを行うことが不可能である。請求項に係る発明は進歩性を有する。 
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５．２．２ ＫＩＰＯ 

 

進歩性を評価する方法は、以下のとおりである： 

 

（１）請求項に係る発明の特定 

 

請求項に係る発明は、音楽ライブラリからオーディオプレイリストを生成する方法であって、 

（ａ）個別の重みを複数の曲に、その曲に関連したユーザのアクティビティに基づいて割り当てる割り

当て段階と、 

（ｂ）複数の曲を音楽ライブラリから選択する段階であって、各曲の選択される確率はその曲に割り当

てられた重みに対応する選択段階と、 

（ｃ）音楽ライブラリからランダム曲グループを選択する段階と、 

（ｄ）前記段階（ｂ）において選択された曲及び前記段階（ｃ）において選択された曲を意外性パラメー

タに対応する割合で含むプレイリストを生成する段階と、 

を含む方法である。 

 

（２） 引用発明の特定 

 

引用文献１：ＵＳ２００５／０２１９９６３Ａ１ 

 

[引用文献１] 

プログラムの代表的部分を登録可能な再生及び編集装置。 

 

プレイリストは、ユーザーが所望する楽曲を登録するために使用される。実際には、ユーザーがＨ

Ｄ記録再生装置(１０１)に格納されているアルバムからその所望の曲を選択し、選択した曲をプレイリ

ストに登録する(段落[０１５６]参照)。 

 

この発明の実施態様によると、３種類のプレイリストが提供される。第１の種類は、ユーザーがごく

最近聴いた所定数の曲が登録されているプレイリストである(以下、このプレイリストを、再生履歴プレ

イリストという)。第２の種類のプレイリストは、ユーザーが最も頻繁に聴いた所定数の曲が登録されて

いるプレイリストである(以下、このプレイリストを、再生頻度プレイリストという)。第３の種類のプレイリ
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ストは、ユーザーが全ての仮想スロットから選びだした曲が登録されているプレイリストである(以下、

この種類のプレイリストは、選択プレイリストという)。3種類のプレイリストから１つを選択するには、ユ

ーザーはシステムコントローラー(３０１)の操作装置(３０４)のメニューキーを押し、表示装置上に表示

されたメニューから希望のプレイリストを選択する(段落[０１５７]参照)。 

 

引用文献２：ＵＳ ６４４６０８０ Ｂ１ 

 

[引用文献２] 

デジタルオーディオ及びビジュアル駆動装置により後に使用されるカスタマイズされたプレイリスト

を作成し、変更し、再生する方法。 

 

 このプレイリストは、ほとんどユーザーの介入なしに作成できる。デジタル・オーディオ及びビジュア

ル駆動装置は、最も頻繁に再生された曲を認識し、かつ、それらを含むプレイリストを作成するように

プログラムできる。たとえば、デジタルオーディオ及びビジュアル駆動装置は、過去１週間といった所

与の期間中にユーザーが最も頻繁に再生した１０曲を選択できる。デジタルオーディオ及びビジュ

アル駆動装置において、その制御パネルにユーザーがプレイリストに曲を追加するための選択ボタ

ンをさらに備えるものとしてもよい。また、プレイリストは、多数の曲をランダムな順番に並び替えるシ

ャッフル操作により作成することもできる。このシャッフル操作は、たとえば、その技術分野における

既知の方法により、乱数発生器を使用して行うことができる(第５欄第４５～５８行)。 

 

（３）請求項に係る発明と最も近接する引用発明の選定、及び、最も近接する引用発明と請求項に

係る発明とを対比することによる相違点の明確化 

 

請求項に係る発明の技術的特徴と、引用文献１、引用文献２に記載の技術的特徴とは、付録１．

５において比較されている。 

 

 

（４）請求項に係る発明と引用発明との相違点に関して、請求項に係る発明が引用発明及び出願前

の技術常識に基づいて当業者が容易に想到し得たものであるか否かの評価 

 

請求項に係る発明と引用発明との相違点は、引用文献１、引用文献２が、異なる種類のプレイリス

トから所定の比率に従って曲を選択するという技術的特徴を開示していない点である。 
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引用文献１の段落[０１５６]に記載されているように、プレイリストは、ユーザーの所望により選択す

る曲の題名から構成される。請求項に係る発明における意外性パラメータに対応する比率は、曲を

選ぶユーザーの所望の１つのように見える。しかし、引用文献１及び引用文献２に記載される発明は、

ユーザーの所望により、異なる種類のプレイリストの組み合わせ比率を選択する動機を当業者に与

えない。したがって、請求項に係る発明と引用発明との差異は、通常の創作能力の発揮によって導

くことのできないものである。 

 

よって、請求項に係る発明は、進歩性を有すると考えられる。 
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５．２．３ ＳＩＰＯ 

 

（１） 発明の進歩性 

 

請求項に係る発明の進歩性の評価に関する見解は次の通りである。 

 

請求項に係る発明は、音楽ライブラリからオーディオプレイリストを生成する方法であって、 

（ａ）個別の重みを複数の曲に、その曲に関連したユーザのアクティビティに基づいて割り当てる割り

当て段階と、 

（ｂ）複数の曲を音楽ライブラリから選択する段階であって、各曲の選択される確率はその曲に割り当

てられた重みに対応する選択段階と、 

（ｃ）音楽ライブラリからランダム曲グループを選択する段階と、 

（ｄ）前記段階（ｂ）において選択された曲及び前記段階（ｃ）において選択された曲を意外性パラメー

タに対応する割合で含むプレイリストを生成する段階と、 

を含む方法である。 

 

引用文献１ (ＵＳ２００５０２１９９６)は、プログラムの代表的な部分を登録できる再生装置及び編集

装置を開示している。この装置は、複数のアルバムを格納したハードディスクドライブからオーディオ

プレイリストを生成できる。次の３つのタイプのプレイリストが提供される(段落[０１５７]参照)。最初のタ

イプは、ユーザーが最近聴いた、あらかじめ決定された数の音楽プログラムが登録されたプレイリス

トである(以下「再生履歴プレイリスト」という)。２番目のタイプは、ユーザーが最も頻繁に聴いた、所

定数の音楽プログラムが登録されたプレイリストである(以下、このタイプのプレイリストを「再生頻度プ

レイリスト」という)。３番目のタイプは、請求項に係る発明の（ａ）及び（ｂ）と全く同様に、すべての仮想

スロットからユーザーによって選択された音楽プログラムが登録されたプレイリストである(以下、この

タイプのプレイリストを「選択プレイリスト」という)。 

 

引用文献1に記載の発明に対して請求項に係る発明が有する顕著な特徴は、（ｃ）音楽ライブラリ

からのランダムな曲グループの選択、及び（ｄ）意外性パラメータに対応する割合による（ｂ）で選択さ

れた楽曲及び（ｃ）で選択された曲を含むプレイリストの生成をすることである。請求項に係る発明に

よって解決される技術的課題は、リスト内で反復を最小限に抑え、意外性を残したまま、ユーザーが

所望するメディア作品を含むリストを自動的に生成することである。 
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引用文献２ (ＵＳ６４４６０８０)には、デジタルオーディオ及びビジュアル駆動装置で利用可能なカ

スタマイズ再生プレイリストを作成、変更及び再生するための改善された方法が開示されている。さ

らに、プレイリストは、多数のトラックをランダムに並び替えるだけのシャッフル操作によっても作成す

ることができる。シャッフル操作は、例えば、当該技術分野において周知の方法で乱数生成器を使

用することによって実現できる(第５項第５５～５９行)。このプレイリストは、請求項の「（ｃ）音楽ライブラ

リからのランダムな楽曲グループの選択」とまったく同様の「シャッフル操作」によって再生されるが、

引用文献２には、プレイリストに、意外性パラメータに対応する割合で、「シャッフル操作」によるプレ

イリスト生成で選択された楽曲を含むものとする点(請求項に記載される構成（ｄ）)が開示されていな

い。 

 

同時に、顕著な特徴（ｄ）は技術常識でもない。既存の技術的課題を解決する上で前記顕著な特

徴を引用文献１に適用することについて先行技術に技術的な動機付けは存在しないため、請求項

に係る発明は、引用文献１、引用文献２に対して進歩性を有する。 

 

（２） 請求項に係る発明の主題適格性 

 

ＳＩＰＯの審査基準によると、審査実務において、審査官はまず出願に係る発明の対象が、専利法

第２条第２項の規定に適合するものであるか否かを審査しなければならない。そして、審査官は、請

求項において定義される技術的解決手段が、専利法第２２条第２項、第３項において規定される新

規性・進歩性を有するものであるか否かを審査する。 

 

本事例において、ＳＩＰＯの審査官は、請求項に係る発明が専利法第２条第２項に規定される技術

的解決手段ではなく、特許保護の対象ではないとの疑義を抱いた。 

 

発明の主題適格性の判断の問題は本研究の対象外であるので、さらなる詳細については将来的

に議論されるものとする。 
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５．３ 比較・議論 

 

（１） 比較 

 

 

進歩性 

ＪＰＯ ＫＩＰＯ ＳＩＰＯ 

あり あり あり 

 

 

引用文献 

ＪＰＯ ＫＩＰＯ ＳＩＰＯ 

- - - 

 

三庁は、請求項に係る発明は、提示された先行技術に対して進歩性を有するとした。 

 

 

 

（２） 議論 

 

１．先行技術の解釈 

 

先行技術において明示されていない技術的特徴の解釈に関して、ＫＩＰＯの審査実務は、技術的

特徴が先行技術において直接的に開示されていない場合であっても、それらは、出願時の技術水

準に基づき先行技術において開示されているとみなされる。ＳＩＰＯの審査実務もＫＩＰＯと同様である。

ＪＰＯは、ＪＰＯの実務もまたＫＩＰＯ、ＳＩＰＯと同様であると述べた。つまり、ＪＰＯは、出願時の技術常識

を考慮して請求項に係る発明の技術的特徴を解釈する。しかし、審査基準は三庁とも同様であるに

もかかわらず、この事例に関しては、ＪＰＯの発明の解釈と他庁の発明の解釈とは一致しなかった。た

だし、ＪＰＯは、ＫＩＰＯ、ＳＩＰＯと認定が一致しなかった技術的特徴に関して、当該技術的特徴は、当

業者であれば容易に想到し得たものであるとコメントした。 
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２．請求項に係る発明の主題適格性 

 

ＢＭ発明（コンピュータプログラム関連発明）の主題適格性の判断において、ＳＩＰＯの審査実務と、

ＪＰＯ，ＫＩＰＯの審査実務の間には差異がある可能性がある。しかし、発明の主題適格性の判断の問

題は本研究の対象外であるので、さらなる詳細については将来的に議論されるものとする。 

 

- 61 - 
 



進歩性に関する事例研究 
                                     

 

III. 結論 

本研究において、ＪＥＧＰＥは、２０１０年に行われた進歩性比較研究が、実際の事例においてどの

ように適用されるかを調査するため、進歩性の評価における５つの事例の結果について分析を行っ

た。 

 

その結果、各事例の進歩性の有無の判断結果は三庁で一致した。しかしながら、最も近接する先

行技術の選定手法、先行技術の組み合わせ等、進歩性の評価の判断プロセスにおいていくつかの

差違があった。 

 

上述の進歩性の評価の判断プロセスにおける差違は、２０１１年のＪＥＧＰＥ会合において議論され

た。一連の議論の結果に基づいて、基礎となる審査基準は三庁で類似しているが、それらの基準の

適用方法は事例毎に異なることが確認された。 

 

結論として、三庁において、各庁の審査官が同じ先行技術と、同じ技術的背景を与えられた場合

には、進歩性の有無に関して類似の評価結果が得られるであろうことが確認された。 
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付録 
                   技術的特徴の比較表 
１． ＫＩＰＯ 

１．１ 事例 １ 
 

請求項に係る発明 引用文献１ 引用文献２ 引用文献３ コメント 

（ａ）メス連結部材(２

０) 

先端部(１２，１

４) 

関節式連結装置(１

０) 

後部支持ブロック

(４６), 前部ドラフ

トブロック(５２) 

 

（ｂ）空洞(１８) 開口部(８,１０) キャビティ(２６) 球形先端部(４９) 引用文献２のキャ

ビティ（２６）は請

求項に係る発明

の空洞（１８）とは

異なる。 

（ｃ）第１開口(４０)  開口部(３８)   

（ｄ）第２開口(４２)  開口部(３８)   

（ｅ）オス連結部材(５

０) 

 オス連結部材(２０) 軸(５０)  

（ｆ）穴部(５６)  穴部(１６)   

（ｇ）球形部材(５８)  球形部材(４２) 凸状球形ドラフト

荷重支持表面(５

１) 

 

（ｈ）軸部材(６０)  軸部材(４６)   

（ｉ）軌道輪組立体(６

６) 

 軌道輪組立体(４４)   

（ｊ）楔止め手段（８０)  楔止め手段(７１)   

（ｋ）固定手段(９０)  第１端部(１２)   
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１．２ 事例 2 
 

請求項に係る発明 引用文献１ 引用文献２ コメント 

炭素膜コーティング飲

料用ボトル 

プラスチック容器 開口部を有する器具  

プラスチック材により形

成された飲料用ボトル 

 器具の材料としては、

ガラス及びプラスチック

等が含まれる 

 

内壁表面に硬質炭素

膜が形成されている 

 ダイヤモンド状炭素膜  
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１．３ 事例 3 
 

請求項に係る発明 引用文献１ 引用文献２ コメント 

糖尿病及び／又は糖尿病

性腎症の予防、改善、また

は治療のための組成物 

糖尿病予防のための血糖

上昇抑止剤 

糖尿病による腎機能損

傷予防のための組成物 

 

ガラクトマンナン分解物、難

消化性デキストリン、ポリデ

キストロース、イヌリン、アラ

ビノガラクタン、トウモロコシ

由来の食物繊維、水溶性大

豆多糖類、サイリウム、及び

低分子化アルギン酸ナトリウ

ムからなる群より選択される

１種以上の食物繊維及び／

又は緑茶の熱水抽出画分

から得たポリフェノール化合

物 

低分子化アルギン酸ナトリウ

ム及び／又は緑茶の熱水抽

出画分より得られるポリフェ

ノール化合物 

松樹皮抽出物、及び、ガラ

クトマンナン、アルギン酸ナ

トリウム、ポリフェノール化

合物の一種(カテキン)を含

む食物繊維 

緑茶から抽出したカテキ

ン 
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１．４ 事例 4 
 

請求項に係る発明 引用文献１ 引用文献２ コメント 

容器 ガラス管 管状ガラス管  

電極 電極 電極  

クリプトン(Ｋｒ)及びキセ

ノン(Ｘｅ)を含む放電媒

体（この媒体は、クリプ

トンのクリプトン及びキ

セノンに対する分圧比

Ｐ (％)が７０≤Ｐ≤９８を

満足し、かつ、閃光放

電時に発光する容器Ｓ

Ｅ内に封入された希ガ

スから構成されている) 

- -  
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１．５ 事例 5 
 

請求項に係る発明 引用文献１ 引用文献２ コメント 

（ａ）個別の重みを複数

の曲に、その曲に関連

したユーザのアクティ

ビティに基づいて割り

当てる割り当て段階 

ユーザーが最近聴い

た曲又は再生頻度の

高い音楽プログラム 

  

 

最も頻繁に再生された

曲 

引用文献１、引用文献

２には、ユーザー活動

の再生頻度又は再生

履歴に基づいて各曲

に重みを割り当てる技

術が開示されている。 

（ｂ）複数の曲を音楽ラ

イブラリから選択する

段階であって、各曲の

選択される確率はその

曲に割り当てられた重

みに対応する選択段

階 

最近聴いた所定数の

音楽プログラム、又は

、ユーザーが再生頻

繁が高い所定数の音

楽プログラムが登録さ

れている。 

最も頻繁に再生された

曲を含むカスタム・プレ

イリストの作成のため

に、最も頻繁に再生さ

れた曲を認識する段

階 

 

（ｃ）音楽ライブラリから

ランダム曲グループを

選択する段階 

 プレイリストは、多数の

曲をランダムな順番に

並び替えるシャッフル

操作により作成するこ

とができる。 

 

（ｄ）前記段階（ｂ）にお

いて選択された曲およ

び前記段階（ｃ）におい

て選択された曲を意外

性パラメータに対応す

る割合で含むプレイリ

ストを生成する段階 

再生履歴プレイリスト

又は再生頻度プレイリ

ストを作成する段階 

再生頻度又はシャッフ

ル操作に基づいてプ

レイリストを作成する段

階 

 

プレイリストの作成に関

して、引用文献１、引

用文献２には、異なる

種類のプレイリストから

所定の比率に従って

曲を選択する技術は

開示されていない。 
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２． ＳＩＰＯ – 事例 １ 
 

請求項１ 引用文献２において開示された 

請求項１の記載に対応する情報 

顕著な特徴 

実質的に半永久的な状態に一

対の貨車の隣接して配置された

端部を一緒に連結するための改

良無緩型棒連結器組体 

一対の鉄道車両の隣接端部を半永久

的な状態に連結するために使用される

関節式連結装置に、軸受部を脱着可

能に固定するための装置を提供する 

 

a) 少なくとも一方のメス連結部

材であって、次のものを備えた

前記の少なくとも一方のメス連結

部材 

 

メス連結部材(３０)  

 （ｉ） 第１貨車の車両本体部の

底部に配置された中央土台部

の外側端部内に嵌合することが

可能なように、第１所定輪郭かを

有する少なくとも一個のメス連結

部材の第一端部 

 

引用文献２において図示されているよ

うに、所定の構造を有するメス連結部

材の第１端部(２４)は、連結部材(３０)を

、第１鉄道車両及び第２鉄道車両とが

向かい合う中心線にほぼ沿って配置さ

れた中央土台部の隣接する端部に嵌

合可能かつ連結可能とする。 

なお、当業者であれば、引用文献２に

おいて、メス連結部材との連結部が中

央土台部の外側端部でなければなら

ず、かつ、前記中央土台部が、鉄道車

両の車両本体の底部に配置されなけ

ればならないことを直接かつ一義的に

導くことができる。 

  

(ii) 前記中央土台部の外側端

部から外方向に延びる、半径方

向に対向した第２端部 

メス連結部材(３０)は、キャビティ(２６)を

形成する第２端部を備える。 

 

（ｂ） 少なくとも一方の前記メス キャビティ(２６)は、 所定輪郭を有する 顕著な特徴１： 
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連結部材の半径方向に対向し

た前記第２端部に形成された空

洞であって、第２所定輪郭を有

する背壁部(２４)の内側表面(２２

)と、頂壁部(２８)の内側表面と、

第３所定輪郭を有する一対の側

壁部の夫々の内側表面とにより

画成された空洞 

 

 

 

 

 

前記空洞は、少なくとも一個の

前記メス連結部材の半径方向に

対向した前記第２端部の少なく

とも底部の一部分と外側端部と

に隣接して開けられる 

 

メス連結部材の第２端部の内部に形成

されている。 

このキャビティ(２６)は、ほぼ水平に配

置された底壁部(３２)と、ほぼ垂直に配

置された背壁部(３４)であって、その下

端に沿って前記底壁部(３２)の後方の

端部に連結されている背壁部と、一対

の垂直に配置された側壁部(３６)であ

って、その下端に沿って底壁部(３２)に

連結され、後方の端部に沿って前記

背壁部(３４)に連結される側壁部によっ

て形成される。底壁部(３２)は、前記メ

ス連結部材(３０)の第２端部(２４)の内

部に形成される。 

 

この特徴は、引用文献２の図で明確に

示されている。 

 

頂壁部(２８)は

、空洞の一部

で形成される

のに対して、引

用文献２では、

底壁部(３２)で

ある。 

 （ｃ） 一対の内の第一の前記側

壁部を貫いて形成した、第４所

定輪郭を有する第１開口 

（ｄ） 一対の内の第二の前記側

壁部を貫いて形成した、第５所

定輪郭を有する半径方向に対

向した第２開口 

 開口部(３８)は、一対の側壁部(３６)の

各々の所定部分に貫設される。この２

つの開口部(３８)は半径方向に対向し

ている。 

 

 （ｅ）第６所定輪郭を有する少な

くとも一個のオス連結部材であ

って、次のものを備えたオス連

結部材 

所定輪郭を有するオス連結部材(２０)。  

 （ｉ） 少なくとも一個のオス連結 前記オス連結部材(２０)の第２端部(１４  
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部材の第一端部の少なくとも一

部分であって、少なくとも一個の

前記メス連結部材の半径方向に

対向した第２端部に形成した前

記空洞の内部に回転可能に配

置された第１端部(４８) 

 

)は、その外側端部付近において所定

輪郭を有する。第２端部(１４)の一部は

前記キャビティ(２６)の内部に回転可能

に配置される。 

 (ii) 半径方向に対向した第2端

部 

オス連結部材(２０)の第１端部(１２)  

 （ｆ） 前記第１端部に接する少

なくとも一個のオス連結部材の

所定部分を貫いて形成された穴

部 

 

穴部(１６)は、前記第２端部(１４)の内

部に配置され、所定寸法と所定形状を

備える。前記穴部(１６)は、前記オス連

結部材(２０)の第２端部(１４)の所定部

分を貫いて形成される。 

 

 

 

 （ｇ） 少なくとも一部分が、少な

くとも一個のオス連結部材の第１

端部を貫いて形成した前記穴部

の内部に配置された球形部材 

関節式連結装置(１０)は、軸受部(４０)

を含む。前記軸受部(４０)は、ほぼ球形

の球形部材(４２)を含む。前記球形部

材(４２)の少なくとも所定部分は、第２

端部(１４)の所定部分に貫設された穴

部(１)の内部に配置される。 

 

 （ｈ） 前記球形部材の半径方

向に対向すると共にほぼ垂直に

形成された外側表面から所定距

離だけ外方向に延びている、ほ

ぼ水平に配置された一対の軸

部材であって、一対の内の第一

の軸部材の少なくとも一部分が

、一対の内の第一の前記側壁

部を貫いて形成した第１開口の

内部に配置され、一対の内の第

一対の軸部材(４６)が、前記球形部材(

４２)の軸方向両側の表面から所定長さ

だけ外向きに延出している。前記一対

の軸部材(４６)の一方が、前記メス連結

部材(３０)の第2端部の内部に形成さ

れたキャビティ(２６)の前記一対の側壁

部(３６)の各々に貫設された前記開口

部(３８)の１つに嵌合されている。前記

一対の軸部材(４６)の内の少なくとも一

部分は、前記側壁部(３６)に貫設され
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二の軸部材の少なくとも一部分

が、一対の内の第二の前記側

壁部を貫いて形成した前記第２

開口の内部に配置された一対

の軸部材 

 

前記一対の前記軸部材は、各

夫々の一つが、そこに形成した

半径方向に対向すると共にほぼ

平坦な平坦表面部(６４)を有す

る 

た開口部(３８)の所定輪郭の少なくとも

一部とほぼ同一の輪郭を有する。 

 

楔止め状部材(７１)のほぼ平坦な第２

表面(７７)と嵌合される軸部材(４６)の一

方の傾斜した平坦表面部(７９) 

 

 

 （ｉ） 少なくとも一個のオス連結

部材の第１端部の穴部の内部に

配置されると共に前記オス連結

部材の第１端部に固定される、

少なくとも一部分を有する軌道

輪組立体であって、その内部表

面が、少なくとも一個の前記オス

連結部材の第１端部を貫いて形

成した前記穴部の内部に位置

する前記球形部材の少なくとも

一部分の回りに配置された軌道

輪組立体 

軌道輪組立体(４４)は、ほぼ球形の内

部表面部を有し、前記球形部材(４２)

の所定部分周辺に位置づけられる。

前記球形部材(４２)は、前記オス連結

部材(２０)が前記メス連結部材(３０)に

関連して垂直方向と水平方向の両方

で回転可能になるように、穴部(１６)の

内部に位置づけられる。軌道輪組立

体(４４)が、オス連結部材(２０)の第１端

部に固定されることは、図２で明確に

示されている。 

 

 

（ｊ） 一対の内の第一の楔止め

手段の第１表面が、一対の前記

軸部材に夫々形成された、半径

方向に対向すると共にほぼ平坦

な第一の前記平坦表面部に係

合し、一対の内の第一の第一の

楔止め手段の第２表面が、前記

第一開口の一部分に隣接する

一対の固定手段(５０)は、軸受部(４０)

をメス連結部材(３０)に固定するために

使用される(図２又は３参照)。各固定

手段は、少なくとも１つの楔止め状部

材７１を備える。楔止め状部材(７１)は、

直立した側面部(３６)の内部に配置さ

れた前記開口部(３８)に平坦な表面部(

７５)を係止する、ほぼ平坦な第１表面(
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一対の内の第一の前記側壁部

に形成された、ほぼ平坦で垂直

に配置された表面部に係合し、

一対の内の第二の楔止め手段

の第１表面が、一対の前記軸部

材に夫々形成された、半径方向

に対向すると共にほぼ平坦な第

二の前記平坦表面部に係合し、

一対の内の第二の楔止め手段

の第２表面が、前記第２開口の

一部分に隣接する一対の内の

第二の前記側壁部に形成され

た、ほぼ平坦で垂直に配置され

た表面部に係合する一対の楔

止め手段 

７３)と、一方の軸部材(４６)の傾斜した

平坦表面部(７９)を係止するほぼ平坦

な第２表面(７７)を備える。前記第２表

面(７７)は、傾斜平坦表面部(７９)に対

応する傾斜を備える。さらに、楔止め

状部材(７１)は、その長手方向に開い

た穴(７８)を備える。前記穴(７８)に、ボ

ルト状部材(８１)を挿入し、楔止め状部

材(７１)をメス連結部材(３０)に係合させ

、それにより、前記関節式連結装置を

固定する。 

 

（ｋ） 改良無緩型牽引棒組立体

を形成するように、少なくとも一

個の前記オス連結部材の第２端

部を他のオス連結部材の第２端

部に固定するための、少なくとも

一個の前記オス連結部材の第２

端部と他のオス連結部材の第２

端部とを嵌合可能とした固定手

段 

オス連結部材(２０)は、前記第１鉄道車

両と前記第２鉄道車両の一方の長手

方向の中央線にほぼ沿って配置され

た中央土台部の一方の所定の端部に

係止され、固定される。 

 

顕著な特徴２： 

 (ｋ) 

 

 
 


	                   技術的特徴の比較表

